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性能規定の概要

Ｑ．民間事業者の創意工夫を引き出すなど、効果的な業務とするためにはどのような方式があるか？
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［性能規定の概要］ ※土木学会：「維持管理等の入札契約方式ガイドライン（案）（H27.3）」より

性能規定型契約とは、公物管理者が予め規定した機能や性能（管理水準）に対し、受注者がノウハウや創意工夫を活
かした自主的な方法でその機能や性能を確保することで維持管理の効率化を図る契約方法。

＊従来型と性能規定型の対比

道路等の最低限の機能や性能を定義
⇒これまで投下した予算で実際に実現してきた管理水
準との関係から設定することが基本。

※予算が従来と同じにもかかわらず、公物管理者にとって
理想的な水準に引き上げることは適正利潤の確保とならな
いことに留意。

【管理水準の定義】

維持や修繕の実務（事実行為）のほとんどは受注者が
包括的に実施することになるため、公物管理者として
の役割は、受注者の成果・パフォーマンスの管理が主
となる。
⇒モニタリング方法等を予め設定する必要。

【公物管理者としての役割】

定義された管理水準に達しているか否かに基づいて委
託先に支払い（実施した数量で精算はされない）。
⇒受注者はノウハウを活用して効率的に性能を確保で
きれば、利益額を増大させることが可能。

【対価の支払い・創意工夫】



性能規定等の運用パターン（多分野連携）

Ｑ．業務内容に応じて、総価契約・単価契約をどのように設定しているか？ ●：総価契約 〇：単価契約 (直営)：引き続き委託せず
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福島県
（宮下土木事務所）

新潟県三条市 秋田県大館市 三重県明和町 栃木県 三重県四日市市

道路 公園 河川 道路 公園 河川 道路 公園 河川 道路 公園 河川 道路 公園 河川 道路 公園 河川

業

務

内

容

直

営

全体ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ● (直営) ● ● ● ● ● ● ● (直営) (直営) (直営) (直営)

窓口業務 (直営) (直営) ● ● ● (直営) (直営) ● ● (直営) (直営) (直営) (直営)

巡回業務 ● (直営) ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ (直営) (直営)

維持作業 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○

委

託

維持作業 ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

浚渫 ● ● ○ ○ ○ ○

除雪・散布 ○ ○ ○ ○

除草 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○

清掃 ● ● ● ● ● ● ○

樹木・植栽管理 ● ● ● ● ● ● ○ ○

1件当たり
上限金額規模

300 万円
（災害時500万円）

130万円 500万円 130万円 250万円 250万円

担当部署 業務課 建設課 土木課 建設課 保全部
道路：道路維持課
河川：河川排水課

※直営業務内容の例
全体ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ：体制構築（構成員への業務割り当てを含む）、各工種への人員配置、スケジュール管理、発注者との協議・調整、各種書類作成 等
窓口業務 ：受付業務や電話対応業務（住民からの通報・要望・相談等）
巡回業務 ：通常巡回、徒歩巡回、異常時巡回 等
維持作業 ：舗装補修、側溝補修、道路照明管理 等



性能規定等の運用パターン（道路単体）

Ｑ．業務内容に応じて、総価契約・単価契約をどのように設定しているか？ ●：総価契約 〇：単価契約 (直営)：引き続き委託せず
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東京都府中市 埼玉県さいたま市
沖縄県

（八重山土木事務所）
沖縄県

（宮古土木事務所）

道路 公園 河川 道路 公園 河川 道路 公園 河川 道路 公園 河川

業

務

内

容

直

営

全体ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ● (直営) ● ●

窓口業務 ● (直営) (直営) (直営)

巡回業務 ● ○ ● ● ○

維持作業 ● ○ ● ● ○

委

託

維持作業 ● ○ ○ ● ● ○

浚渫

除雪・散布 ●

除草 ● ● ●

清掃 ● ● ●

樹木・植栽管理 ● ○ ● ● ○

1件当たり
上限金額規模

総価契約：50万円
単価契約：500万円

特になし
※従来業務の単価契約は500万円

特になし 特になし

担当部署 道路課 道路維持課 維持管理班 維持管理班

※直営業務内容の例
全体ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ：体制構築（構成員への業務割り当てを含む）、各工種への人員配置、スケジュール管理、発注者との協議・調整、各種書類作成 等
窓口業務 ：受付業務や電話対応業務（住民からの通報・要望・相談等）
巡回業務 ：通常巡回、徒歩巡回、異常時巡回 等
維持作業 ：舗装補修、側溝補修、道路照明管理 等



モニタリング事例①（新潟県三条市）

Ｑ．性能規定の履行状況をどのようにモニタリングするか？

【性能規定による実施判断とモニタリング】
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［性能規定の運用（業務実施基準と要求水準書の例）］ ＊多岐にわたる包括委託内容

［月例会議によるモニタリング］

＊舗装管理における業務フロー

①業務実施状況の確認：要望に対する受付状況の確認

②実⾏予算について  ：現状までの予算執⾏状況の確認

③懸念事項について  ：事業を進める上での疑問点等を共有

④改善項⽬について  ：市・業者双⽅から本業務に関する改善点を協議

報
告
事
項



モニタリング事例②（福島県宮下土木事務所）

Ｑ．性能規定の履行状況をどのようにモニタリングするか？

■宮下地区建設業協同組合

福島県宮下土木事務所

■組合員（９社）

【組合各社】

【事務局】

【業務実施責任者

（主任技術者）】

【総括業務責任者

（MMR）】

【各業務実施責任者】

【メンテナンスマネージャー（ＭＭＲ）の配置】

① MMRは、年度当初に総価契約の工種、性能規定を適用する除草等につ
いて、年間の施工計画書及び工程表（時期・箇所（路線等）・実施方法・計
画出来型・セルフモニタリング予定日等）を作成し、発注者からの承認を
得るものとする。

② MMRは、1か月毎に施工実績（出来型）をとりまとめ、工程表に反映させ
る。また、毎日実施する道路パトロールの結果や天候、地域からの要望
等を踏まえて、維持補修が必要な工種や場所を適宜見直し、変更工程表
を作成して、毎月実施する定例会議において発注者の承認を得る。なお、
必要に応じて工程のフォローアップを行う。

③ 道路パトロールの結果を踏まえた維持管理マネジメント計画を策定する。

④ 性能規定を実施するための計画書（要求水準、作業方針、セルフモニタ
リング等）を作成する。

⑤ 住民要望の情報共有、協働対応及び対応策の検討

［特記仕様書におけるMMRの記載］

［性能規定の業務フロー（除草業務）］
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モニタリング事例②（福島県宮下土木事務所）

Ｑ．性能規定の履行状況をどのようにモニタリングするか？

【セルフモニタリングの運用例】

［セルフモニタリングチェックシート］ ［総括表］ ◎問題なし、○経過観察、▲草刈り必要
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創意工夫事例①（東京都府中市）

Ｑ．民間事業者による創意工夫事例は？

【自社製品の活用】 【コールセンター業務の品質向上、周知活動強化】

【道路維持管理支援システムの導入・定例会議での活用】

7



創意工夫事例②（新潟県三条市）

Ｑ．民間事業者による創意工夫事例は？

【新技術の活用（タブレット端末を用いた道路管理システム）】

【舗装補修履歴等の蓄積データを用いた補修要領の作成】

出典：令和２年度地域維持型社会インフラ包括的民間委託改善検討調査業務 報告書を基に作成 8



創意工夫事例③（秋田県大館市）

Ｑ．民間事業者による創意工夫事例は？

【新技術の活用（AIを活用した路面点検）】

【高品質材料を用いた試験施工】 ※複数年契約のメリットを活用

５月 定例会議で課題を議論

６月 JV構成企業の
本社スタッフを交え協議

９月 試験施工
（３箇所で３種類の合材で施工）

経過観察後、最適と思われる
方策を展開予定

9



【維持業者との連携強化（市・コンサル・維持業者の三者会議等）】

創意工夫事例④（東京都多摩市）
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Ｑ．民間事業者による創意工夫事例は？ ※性能規定以外

【点検時に可能な簡易補修の試験的施工・モニタリング】 【AIを活用したひび割れの継続監視手法】

【多摩市版の判定・診断フロー】
維持工事で対応可能な「M判定」を設定

市・コンサル・維持業者の三者協議

点検後の迅速な措置により、
小さなPDCAからこまめに回す「改善の加速化」
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